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担当課
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教育文化

市民に対して様々な学習の機会を提供し、いきがいのある暮らし、住みよいまちづくり形成

の一助とする。

○23年度実施内容

・市民講座開催

　市民講座は2期に分けて各4コース実施。1コースは原則週1回、約2時間で延べ64回

　第１期　４講座(簡単小物、中国気功、パン作り、暮らしのマナー)　計30回

　第２期　４講座(折り紙、ベリーダンス、簡単料理、ハ－モニカ)　計32回

　短期講座　（お江と義父、寄せ植え）　２回

・ゆうゆう(高齢者)学級、つつじ(女性)学級　各２０回

　市民講座は1講座4～10回で、受講料は1回当たり150円

　ゆうゆう学級・つつじ学級の受講料は年間2000円

　担当職員は、講座の企画から講師依頼、受講者募集、受講料の徴収、講座開催日の受付等の事務

を行っている。

【直接経費の内訳】
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【直接経費の内訳】

　講師謝礼（882千円）

　旅費（10千円）

　消耗品、食糧費（13千円）

　バス借上げ等（159千円）

【その他財源の内訳】

　講座受講料（62回：448千円）

○24年度実施内容

・市民講座、ゆうゆう学級・つつじ学級については、時代に沿った内容で23年度と同様に実施する。
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生涯学習ガイド「こまなび」を各戸配布に戻したことにより、周知されとことに加え、篠

岡地区を対象に講座の募集を回覧した結果、受講者が増加した。
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判定理由

生涯学習課、及び３市民センター間で情報交換を蜜に行い、より魅力のある講座の開

催につなげていく。改善案等

一次評価のとおり。
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事業実施におけ

る課題等

受講者が固定しつつあるため、新たな受講者の掘り起しが必要である。

引き続き当事業を行う必要があると考えるが、さらに多くの市民に受講していただける

ように、内容や開催時間、周知方法など、いっそうの検討が必要ではある。

方向性の判定 現状維持

事業を縮小・

廃止したときの

影響

社会教育法により公民館の設置目的を達成するために、同法22条にてその実施が定

められているものであり、廃止することは公民館の存在意識を問うことにもつながる。


